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広報

町税の休日・夜間納税窓口
休日
夜間

１月11日(日)・25日(日)　午前9時～午後4時
１月27日(火)・29日(木)　午後5時～8時

町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税が納付できます

学校給食費１月分　　　　　　　　 １月13日(火)   保育料１月分　　２月２日(月)
国民健康保険税７期　　　　　　　 ２月２日(月)   介護保険料９期　２月２日(月)
後期高齢者医療保険料７期　　　　 ２月２日(月)   町県民税４期　　２月２日(月)
下水道受益者負担金２期、４期、６期  ２月２日(月)

今月の納期限

役場 本庁舎
　　1階 税務課
1

今月の特集記事　　2　清新で活力あるまちづくり　町長新年あいさつ
　　　　　　　　　3　松伏町は平成２１年度「町制４０周年」を迎えます！　　
　　　　　　　　　4　平成２０年分の所得税の還付申告説明会を開催します　　

いしょ！よいしょ！おいしいおもちができるかな」
町立第一保育所で、園児によるもちつき大会が行われました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【12月17日】

よ「

謹賀新年
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